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電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
）
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令 

 
○
電
波
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
四
号
） 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

（
下
線
部
が
改
正
部
分
） 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

（
ゴ
シ
ッ
ク
体
は
電
波
監
理
審
議
会
へ
の
必
要
的
諮
問
事
項
） 

改
正
案 

現
行 

 
 

（
空
中
線
電
力
の
表
示
） 

（
空
中
線
電
力
の
表
示
） 

第
四
条
の
四 

（
略
） 

第
四
条
の
四 

（
同
上
） 

２ 

次
に
掲
げ
る
送
信
設
備
の
空
中
線
電
力
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
、
平
均
電
力
（
pY
）
を
も
つ
て
表
示
す
る
。 

２ 

（
同
上
） 

一
～
二 

（
略
） 

一
～
二 

（
同
上
） 

三 

二
〇
〇
MHz
帯
広
帯
域
移
動
無
線
通
信
（
一
七
〇
MHz
を
超
え
二
〇

二
・
五
MHz
以
下
の
周
波
数
の
電
波
を
使
用
し
、
通
信
方
式
に
直
交
周

波
数
分
割
多
重
方
式
と
時
分
割
多
重
方
式
を
組
み
合
わ
せ
た
多
重
方

式
及
び
直
交
周
波
数
分
割
多
元
接
続
方
式
を
使
用
す
る
時
分
割
複
信

方
式
を
用
い
る
無
線
通
信
を
い
う
。
）
を
行
う
無
線
局
の
送
信
設
備 

四 

（
略
） 

     

三 

（
同
上
） 

３ 

（
略
） 

３ 

（
同
上
） 

 
 

（
定
期
検
査
を
行
わ
な
い
無
線
局
） 

（
定
期
検
査
を
行
わ
な
い
無
線
局
） 

第
四
十
一
条
の
二
の
六 

法
第
七
十
三
条
第
一
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る

無
線
局
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
四
十
一
条
の
二
の
六 

（
同
上
） 

一 

固
定
局
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
も
の 

一 

（
同
上
） 

(1) 

単
一
通
信
路
の
も
の 

(1) 

単
一
通
信
路
の
も
の
（
通
信
の
相
手
方
の
送
信
を
制
御
す
る
も

別添１ 



 

2 

の
を
除
く
。
） 

(2) 

多
重
通
信
路
の
も
の
の
う
ち
、
設
備
規
則
第
五
十
七
条
の
二
の

二
、
第
五
十
七
条
の
三
の
二
又
は
第
五
十
八
条
の
二
の
十
二
に
お

い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の 

(2) 

多
重
通
信
路
の
も
の
の
う
ち
、
設
備
規
則
第
五
十
七
条
の
二
の

二
、
第
五
十
七
条
の
三
の
二
又
は
第
五
十
八
条
の
二
の
十
二
に
お

い
て
そ
の
無
線
設
備
の
条
件
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
つ

て
、
い
ず
れ
も
通
信
の
相
手
方
か
ら
送
信
を
制
御
さ
れ
る
も
の 

二
～
二
十
四 
（
略
） 

二
～
二
十
四 

（
同
上
） 

 
 

 


